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各都道府県 各保健所設置市 自動車リサイクル法主管課室 御中・

経済産業省製造産業局自動車課

環境省大臣官房廃棄物 リサイクル対策部企画課リサイクル推進室・

日本オートオークション協議会とりまとめ リユースコーナー と「『 』

その流札車両の対応について の送付について」

使用済自動車の再資源化に関する法律 以下 自動車リサイクル法 という の施行につ（ 「 」 。）

きましては、日頃よりご尽力をいただき、御礼申し上げます。

さて、昨今、オークションにより取引される中古自動車の台数が増加していますが、オ

ークションで流札した車両については、中古自動車から使用済自動車となる時期及びその

最終所有者となるべき者の考え方が必ずしも明確ではなかったところです。

このため、日本オートオークション協議会と経済産業省で協議した結果、同協議会にお

いて、低年式車、多走行車等を取り扱う リユースコーナー 類似の名称のコーナーを含「 」（

む とその流札車両の対応につき、別添のとおり整理の上、同協議会の参加会場に対して。）

送付し、本年 月の早い時期からの実施を要請していますので、ご了知ください。11
日本オートオークション協議会における標記の対応は、オークションにおける中古自動

車と使用済自動車の区分の明確化に資するものであり、貴都道府県 保健所設置市におか・

れては、この趣旨を踏まえ、引き続き、自動車リサイクル法の適正な施行に努めていただ

きますようお願いいたします。












